


日 高 信 用 金 庫 

「ひだかしんきん スプリング・キャンペーン 2012 特別金利定期預金」商品説明書 

                                    平成 24 年 4 月 2 日現在 

項  目 内       容 

商品名称 ひだかしんきん スプリング・キャンペーン 2012 特別金利定期預金 

お取扱い期間 平成 24 年 4 月 2 日（月）～平成 24 年 7 月 2 日（月） 

ご利用店舗 当金庫の全店取扱いとします。 

ご利用頂ける方 個人のお客様のみとします。 

ご預金の種類 ・お預入れ期間が１年、3 年、５年ものの自動継続定期預金とします。なお、お預入れ

金額に応じて、次の定期預金を作成します。 

 ① 1,000 万円未満 ……… スーパー定期預金 

 ② 1,000 万円以上 ……… 大口定期預金 

・継続後の利率は、継続日における店頭に表示する当金庫所定の利率とします。 

利 率 お預入れ期間ごとに次のとおりとします。 

 お預入れ期間  1 年 ……… 0.10％（税込み） 

         3 年 ……… 0.15％（税込み） 

         5 年 ……… 0.25％（税込み） 

募集総額 ・20 億円とします。 

・なお、お取扱い期間中であっても募集総額に達した場合は、その日を以って販売終了 

となります。 

お預入れ金額 ・10 万円以上とします。 

・お客様毎のお預入れ限度額はありません。 

お利息 お預入れ期間が１年ものの場合には、単利、日割計算の方法で計算します。 

また、お預入れ期間が３年、５年ものの場合には、次のとおりとします。 

【スーパー定期の場合】 

・6 カ月複利で計算し、満期日以降に一括してお支払します。（継続しない場合） 

・お利息を、継続日に元金に組入れる方法、又は、指定口座へ振替える方法等が選択で

きます。 

・付利単位を 1 円とし、1 年を 365 日とする日割り計算を行ないます。 

・お利息計算方法は、上述の複利型のほか、1 年毎の中間利払日に中間払利息を受取る

方法を選択することができます。 

【大口定期預金の場合】 

・1 年毎の中間利払日に、中間払利息をお支払いします。（詳細は定期預金規定を参照） 

・中間払利息を受取るために、普通預金等の受入口座が必要です。 

・付利単位を 100 円とし、1 年を 365 日とする日割り計算を行ないます。 

 

税 金 ・20％の源泉分離課税（国税 15％、地方税 5％） 

・マル優制度をご利用できるお客様は、非課税とすることができます。 

期限前解約時の 

お取扱い 

【スーパー定期の場合】 

・満期日前に解約する場合は、お預け入れ期間に応じて、次の期限前解約利率により利

息計算します。 

  A．6 カ月未満        解約日における普通預金の利率 

  B．6 カ月以上 1 年未満    約定利率×40％ 

  C．1 年以上 1 年 6 カ月未満  約定利率×50％ 

  D．1 年 6 カ月以上 2 年未満  約定利率×60％ 
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  E．2 年以上 2 年 6 カ月未満  約定利率×70％ 

  F．2 年 6 カ月以上 3 年未満  約定利率×90％ 

  ※上記計算により算出した利率は、小数点第 3 位以下を切り捨てます。 

【大口定期預金の場合】 

・満期日前に解約する場合は、預入日（継続したときは最後の継続日）から解約日の前

日までの日数（預入日数）と次の利率により利息計算します。ただし、中間払利息が

支払われている場合には、その支払額の合計額と期限前解約利息との差額を清算しま

す。 

 ①預入日の 1 カ月後の応答日の前日までに解約する場合には、次の A、B および C

（B および C の算式により計算した利率の小数点第 4 位以下は切り捨てます。た

だし、C の算式により計算した利率が 0％を下回るときは 0％とします。）のうち、

最も低い利率とします。 

  A．解約日における普通預金の利率 

  B．約定利率－約定利率×30％ 

C．約定利率－ 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

預 入 日 数 

   なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書記載の満期日（継続をした

ときはその満期日）まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利

率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。 

 ②預入日の 1 カ月後の応答日以後に解約する場合には、次の A、B の算式により計

算した利率（小数点第 4 位以下は切り捨てます。ただし、B の算式により計算し

た利率が 0％を下回るときは 0％とします。）のうち、いずれか低い利率とします。 

  A．約定利率－約定利率×30％ 

B．約定利率－ 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

預 入 日 数 
 

その他の事項 ・この定期預金は証書式または通帳式によりお預入れできます。ただし、総合口座の担

保定期とすることはできません。 

・当金庫の金利情報は、店頭備付の金利ボード、当金庫ホームページをご覧いただくか、

または店頭にお問い合わせください。 

・満期日以降の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。 

・この預金は、預金保険制度の対象商品です。同制度による保護対象預金と合算して、 

 1 預金者あたり元本 1,000 万円とその利息が保護されます。 

・その他の詳細は、当金庫本支店窓口へお気軽にお問い合わせください。 

苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または経営管理部法務課(9 時 

～17 時、電話：０１２０-078-390)にお申し出ください。 

・紛争解決措置 札幌弁護士会(電話：011-251-7730)東京弁護士会(電話：03-3581-0031 

)、第一東京弁護士会(電話：03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：

03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですの

で、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記経営管理部法務課、全

国しんきん相談所(9 時～17 時、電話：03-3517-5825)または北海道地区

しんきん相談所(９時～17 時、電話：011-221-3273)にお申し出ください。 

 

 




